
⼥性消防団員の更なる躍進

福岡県総務部防災危機管理局
消防防災指導課⻑ 藤田 修司



国・県・市町村の消防に係る関係

国レベル 総務省消防庁

県レベル 消防防災指導課

市町村レベル 消防本部・消防団

・消防制度の企画立案

･消防職団員の教育訓練

・広域応援・支援調整

など

・消防の実施責任

・市町村との連絡

・消防職団員の教育訓練

・市町村の消防計画作成の指導

など

市町村の消防は、消防庁長官・都道府県知事の運営管理、行政
管理に服さない ⇒ 指揮命令はできない



消防体制

市町村長

消防長

消防団長

消 防 本 部
（７３２本部 約１６．３万人）

消 防 団
（２，２０９団 約８５万人）

＊福岡県 ２５本部 約４，８００人

１本部職員数 約１，０３３人～４５人

＊福岡県 ７３団 約２万５千人
＊本部（団）数、職（団）員数は、Ｈ２９．４．１現在



消防団の組織制度
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副団長
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副分団長
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部長
班長
団員

部長
班長
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消防団長は、消防団の推薦に
基づき市町村長が任命
消防組織法第22条

消防団長以外の消防団員は、市町
村長の承認を得て消防団長が任命

消防団の設置、名称及び区域は、条
例で定める。
消防組織法第18条



団長 消防団の団長をする消防団員の階級です。

副団長 団長の補佐をする消防団員の階級です。

分団長 各消防分団の分団長をする消防団員の階級です。

副分団長 各消防分団長の補佐をする消防団員の階級です。

部長 各消防分団内の各班をまとめる消防団員の階級です。

班長 各消防分団内の各班の団員をまとめる消防団員の階級です。

団員 消防団員は、この階級から始まります。

消防団員の階級 （消防団員の階級は消防庁の定める基準に従う）



消防団員の処遇・表彰・福祉

１ 団員報酬と費用弁償

２ 公務災害補償

３ 退職報償金

４ 功労に対しての各種表彰 消防庁長官表彰 叙勲 褒章など

５ 日本消防協会が行う各種福祉厚生事業 見舞金等の支給など

年額の報酬、出動手当を支給

療養補償・休業補償・障害補償など

階級、勤続年数に応じ市町村の条例に定める額を支給

消防庁長官表彰 叙勲 褒章など

見舞金等の支給など

消防庁長官表彰

藍綬褒章

瑞宝双光章



消防団の活動内容

（１）消防の任務

（２）消防団の活動

消防とは、火災における消火活動はもとより、台風、豪雨、地震などの自然
災害における消防活動や被害を防ぐ活動、さらには事故災害における救助、
救出活動など、国民の生命、身体、財産を脅かすあらゆる災害に対処する
活動をいう。

地域密着性 消防団員は区域内に居住 地域の人々や事情に通じている

消防団の特性は？

要員動員力 多数の団員の動員が可能

即時対応力 区域内に居住 災害の際に即時対応が可能
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◆消防団の現状（平成30年4月1日現在）
○消防団数：2,209団（全国全ての市町村に設置）、消防団員数：843,661 人（㉙850,331人） ⇒ 団員数は年々減少。
○団員のサラリーマン化 ⇒ 団員の７割以上が被雇用者 ○女性、学生、機能別消防団員 ⇒ 団員数は年々増加。

◆消防団の現状（平成30年4月1日現在）
○消防団数：2,209団（全国全ての市町村に設置）、消防団員数：843,661 人（㉙850,331人） ⇒ 団員数は年々減少。
○団員のサラリーマン化 ⇒ 団員の７割以上が被雇用者 ○女性、学生、機能別消防団員 ⇒ 団員数は年々増加。

全国消防団の現状

※

1

消防団員の現状

※消防団員数は減少傾向。Ｈ16年比75,444名減
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全国消防団員数の推移

職業構成及び就業形態の状況※H30速報値

全国 被雇用者 ⼥性 自営業
その他公務員 特殊法人 日本郵政

Ｈ29団員数
（人）

622,637 67,308 30,629 6,742 24,947 223,699

Ｈ30団員数
（人）

619,999 68,336 30,457 6,627 25,962 219,144

構成割合
（Ｈ30）

73.5% 8.1% 3.6% 0.8% 3.1% 26.0%
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女性消防団員数の推移
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学生団員数と学生認証制度導入市町村数の推移
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被雇用者団員比率の推移

※H30年6,670人減【減少率0.8％】
※H29年5947人減【減少率0.7％】



※消防団員数は減少傾向。Ｈ16年比1,304名減

消防団員の現状

福岡県内消防団の現状
◆消防団の現状（平成30年4月1日現在）
○消防団数：73団（全ての市町村に設置）、消防団員数：24,940 人（㉙ 25,106人） ⇒ 団員数は減少傾向。
○団員のサラリーマン化 ⇒ 団員の７割以上が被雇用者 ○⼥性、学⽣団員 ⇒ 団員数は年々増加。

◆消防団の現状（平成30年4月1日現在）
○消防団数：73団（全ての市町村に設置）、消防団員数：24,940 人（㉙ 25,106人） ⇒ 団員数は減少傾向。
○団員のサラリーマン化 ⇒ 団員の７割以上が被雇用者 ○⼥性、学⽣団員 ⇒ 団員数は年々増加。
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福岡県消防団員数の推移

職業構成及び就業形態の状況※H30速報値

福岡県 被雇用者 ⼥性 自営業
その他公務員 特殊法人 日本郵政

Ｈ29団員数
（人）

17,663 2,584 941 139 895 7,226

Ｈ30団員数
（人）

17,714 2,650 941 136 907 6,997

構成割合
（Ｈ30）

71.0% 10.6% 3.8% 0.5% 3.6% 28.1%
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女性団員数の推移
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学生団員数と学生認証制度導入市町村数の推移
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※H30年169人減【減少率0.7％】
※H29年 4人減【減少率0.02％】



（１）今後の消防団員確保と地域防災体制のあり方に係る基本的な考え方
� ⼤規模災害の発⽣が懸念される中、消防団員の確保と質の向上を通じ、消防団の災害対応能⼒を向上させる必要。
� 消防団のみならず⾃主防災組織等との適切な役割分担と連携のもと、地域防災⼒を充実強化し⼤規模災害時の役割に対応することが不可⽋。

（２）基本団員確保を中心とした消防団員の確保等
� 「基本団員」の確保が引き続き重要であり、役割を果たすために必要な知識・技術を⾝につける訓練の実施が必要。
� 多様な人材に消防団に入団してもらうため、消防団の知名度・イメージアップのための取組や働きかけが重要。

（３）⼤規模災害時のマンパワー確保に係る課題への対応
① 「大規模災害団員」の導入

⼤規規模災害時に限定して出動し、基本団員だけでは対応できない役割を担う「大規模災害団員」の枠組みを示し、各地方公共団体での
導入を促進。

② ⾃主防災組織等の対応能⼒の向上、消防団との役割分担・連携強化が不可⽋。特に⾃主防災組織等のリーダー育成等を進めるとともに、
⾃主防災組織等において防災活動を中心的に担う者を「大規模災害団員」とし、消防団との連絡調整等を⾏うべき。

③ ⼤規模災害時、管内の消防⼒だけでは対応不可能な場合には、消防団の応援出動も考えられる。

１．消防団の役割の多様化への対応

� ⼥性、地方公務員、消防職員ＯＢ・消防団員ＯＢ、学⽣等の多様な⼈材の消防団への参加を促すことが必要。
特に⼤学等と連携した学⽣の⼊団促進・先進事例を横展開することや、少年消防クラブ員ＯＢの⼊団促進のため、少年消防クラブの運営等で消防署・消防団が

普段から積極的に連携することや高校⽣までクラブ員を継続すること等が必要。

� 消防団員が所属する事業所の理解促進、消防団協⼒事業所制度の導入促進、協⼒事業所に対するメリット等の横展開等が必要。
� 事業所の資機材等の活⽤や消防団員のなり⼿確保のための協⼒について、事業所・経済団体への要請、協定締結等が有効。

２．多様な人材の活⽤に向けた工夫

� 転居による退団者について、転出先でも消防団活動を容易に継続できるようにする仕組みづくり（消防団員歴を⽰す紹介状の発⾏等）が有効。
� 活動実態に⾒合う適切な年額報酬や出動⼿当の⽀給、消防団の装備の集中的・計画的な改善について、引き続き取り組む必要。

３．消防団員の活動環境の整備

「消防団員の確保等に向けた重点取組事項について」のポイント
（平成30年1月19日付消防庁長官通知）
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【学生消防団活動認証制度】

●目的：真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、
地域社会へ多大なる貢献をした大学生等に、市町村が実績を認証する
ことにより、就職活動を支援する。
※ 189団体で導入済（H29.4時点）

●認証対象者
①1年以上の活動実績
②在学中又は卒業後３年以内
● 制度概要
①市町村長へ推薦依頼書を提出
②「学生消防団活動認証状」及び「学生消防団
活動認証証明書」を交付
③就職活動時に「学生消防団活動認証証明書」
を企業等へ提出

【企業・大学等との連携による女性・若者消防団加入促進支援事業】

●概要：企業や大学等と連携した女性や若者をはじめとした消防団加入
促進を目的とする取組について、都道府県、市町村から提案を受け、その
中から他の地域のモデルとなるような取組を委託調査事業として採択する。

●事業規模 H30：約1.2億円
（旧事業 H29：約1.0億円・34事業、H28：約1.0億円・49事業）

●事業例（予定）
・女性分団新規設置に関する事業
・事業所等における機能別分団設置事業
・大学生の消防防災サークル活動を支援し、入団に結びつける事業 等

【消防団協力事業所表示制度】

●制度概要と導入状況 （調査対象：1,719市町村等） ＜H29.4.1現在＞

・消防団協力事業所表示制度
従業員が消防団に相当数入団していたり、消防団に資機材等を提
供するなど、消防団活動に協力する事業所を顕彰する制度
・表示制度を導入している市町村：1,283市町村（74.6％）
・消防団協力事業所数：14,394事業所（市町村認定）、757事業所（消防庁認定）

●自治体による支援策
・法人事業税の減税、入札参加資格の加点、知事感謝状の贈呈、中
小企業制度融資等の支援策により、協力事業所を支援。
・26都道府県、194市町村で支援策を実施。

消防団の充実強化に向けた消防庁の最近の取組

制度導入市町村

「学生消防団活動認証証明書」

【総務大臣書簡】
●地方公共団体の長宛の書簡を発出し、大規模災害に限定して出動する「大規模災害団員」の導入促進や女性、学生、地方公務員等の入
団促進や事業所・経済団体との連携の推進、消防団員の報酬改善等、消防団の活動環境の整備を働きかけ（平成３０年１月）。
●また、経済団体宛の書簡を発出し、従業員の入団や消防団活動をしやすい環境づくりなどについて働きかけ（平成３０年１月以降）
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団
を
中
核
と
し

た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
」
も

踏
ま
え
、
消
防
団
員
の
確
保
と
消
防
団
員
の
活
動

環
境
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
、
消
防
団
を
中
核
に

地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
特
に
、
以
下
の
三
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

ま
ず
、
大
規
模
な
災
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ

る
中
、
消
防
団
員
の
確
保
と
質
の
向
上
を
通
じ
て

消
防
団
の
災
害
対
応
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
ま
た
、
大
規
模
な
災
害
に
際
し
て
求
め
ら
れ

る
様
々
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
消
防
団
が

自
主
防
災
組
織
等
と
役
割
を
分
担
し
、
連
携
を
強

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
防
災
力
全
体
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
に

対
応
し
、
消
防
団
の
中
心
と
な
る

「基
本
団
員
」

の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
大
規
模
な
災
害

の
際
の
マ
ン
パ
ワ
ー
確
保
に
向
け
て
、
大
規
模
な

災
害
に
限
定
し
て
出
動
す
る

「大
規
模
災
害
団

員
」
制
度
を
導
入
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま

す
。

次
に
、
女
性
、
地
方
公
務
員
、
消
防
職
員
Ｏ

Ｂ

・
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ
、
学
生
な
ど
の
様
々
な
方
々

に
消
防
団
へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
消
防
団
員
の
約
７
割
を
被
雇
用
者
が
占
め

て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
所
の
ご
理
解
と
ご
協
力

も
不
可
欠
で
す
。

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
女
性
や
地
方
公
務

員
の
更
な
る
入
団
促
進
、
大
学
等
と
連
携
し
た
学

生
の
入
団
促
進
な
ど
、
こ
れ
ら
の
幅
広
い
層
を
対

象
に
消
防
団
員
の
裾
野
を
広
げ
る
取
組
を
進
め
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
消
防
団
活
動
に
対
す
る
事
業
所
の

ご
理
解

・
ご
協
力
を
得
る
た
め
、
地
域
の
事
業
所

や
経
済
団
体
に
直
接
出
向
い
て
働
き
か
け
る
な

ど
、

一
層
の
取
組
を
行

っ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ

ま
す
。
さ
ら
に
、

「消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
制

度
」
や
協
力
事
業
所
に
対
す
る
支
援
策
の
実
施
も

有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
仕
組
み
の
導

入
な
ど
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
消
防
団
員
が
活
動
を
継
続
し
や
す
い

よ
う
、
そ
の
活
動
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
消
防
団
員
の
年
額
報

酬
や
出
動
手
当
の
改
善
、
消
防
団
の
装
備
の
集
中

的

・
計
画
的
な
配
備
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
と
し
ま
し
て
は
、
今
後
、
こ
う
し
た
消
防
団

員
の
確
保
と
消
防
団
員
の
活
動
環
境
の
整
備
に
向

け
た
取
組
が
全
国
で
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
、
支
援

施
策
の
充
実
に
更
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
地
域
防
災
力
の
充

実
強
化
の
た
め
、
よ
り

一
層
の
取
組
を
行

っ
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

敬
具

平
成
三
十
年

一
月
十
九
日

総

務

大

臣

都
道
府
県
知
事

殿

（市
町
村
長

殿
）

総務⼤臣書簡(各都道府県知事、各市町村⻑宛)
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○双方向の情報伝達が可能な情報通信機器の充実（トランシーバー）
災害現場での情報共有のため双方向の通信手段を確保する観点から、全ての消防団員に双方向通

信用機器（トランシーバー等）を配備

○消防団員の安全確保のための装備の充実（安全靴、ライフジャケット等）
風水害等の災害現場での活動時の安全を確保するため、安全靴（救助用半長靴）、ライフジャ

ケット、防塵マスク等の装備を全ての消防団員に配備

○救助活動用資機材の充実（チェーンソー、油圧ジャッキ、投光器等）
救助活動等に必要な自動体外式除細動器（AED）、油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、

油圧ジャッキ、投光器等の救助活動用資機材を全ての分団に配備

平成２５年１２月１３日に公布・施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する
法律」を受け、情報通信機器、安全確保のための装備、救助活動用資機材等の消防団の装備を充実す
るよう、「消防団の装備の基準」（消防庁告示）を改正。（平成２６年２月７日公布）

装備基準の改正目的

主な改正内容

消防団の装備の基準の改正に伴い、消防団の装備について、地方交付税措置を大幅増額
（標準団体（人口10万人）当たり、約1,000万円（平成25年度）から約1,770万円（平成30年度）へ増額）

地方交付税措置の拡充

消防団の新たな装備基準
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多様化する消防団の役割



多様化する消防団の役割（役割と担い⼿）



⼥性消防職団員の活躍

⼥性の持つソフトな⾯をいかして

消火活動や現場活動後方⽀援、消防操法訓練は、もちろんのこと

【平常時】
住宅⽤火災警報器の設置促進、火災予防の普及啓発、住⺠に対する防災教育・応急
⼿当指導等、⼥性消防団員の活躍が多岐にわたって期待されている。
【災害時】
避難所の運営⽀援活動、⼥性や⾼齢者に配慮した声掛けや荷物搬送の⽀援、避難所
⽣活における要望等の聞取り、在宅、⾞中泊避難者の状況確認など、

⼥性消防団員の活躍が多岐にわたって期待されている。



消防団への加入促進に係る取組①
神奈川県横浜市
● ⼥性団員確保の取組

・サラリーマン団員の増加に伴い、平⽇昼間に活動可能な⼈材が不⾜したことから、⼥性団員の更なる確保を検討
・ヤクルトレディの勧誘を強化し、管内５消防団に⼊団
・⼦どもをもつ⼥性消防団員のため、訓練時に託児所を設置
・団員数：㉘7,378⼈（うち⼥性団員1,071⼈）→㉙7,669⼈（うち⼥性団員1,175⼈）

⼥性の加⼊促進

福井県福井市
● ⼥性消防団員の任⽤

・市⺠に対してAEDの使⽤⽅法や応急⼿当等の指導を⾏う⼥性消防団員を新たに任⽤
・条例定数を引き上げ（1,011⼈→1,055⼈）
・団員数：㉘ 986⼈（うち⼥性団員８⼈）→ ㉙ 1,000⼈（うち⼥性団員29⼈）

愛知県小牧市
● 「⼥性消防団」の発⾜

・平成29年４⽉、「⼥性消防団」が発⾜し、⼥性団員16⼈が⼊団
・活動内容：地区防災訓練の訓練指導、救命講習の指導、⼤規模災害発⽣時の活動等
・団員数：㉘123⼈（うち⼥性団員０⼈）→㉙138⼈（うち⼥性団員16⼈）

岐阜県羽島市
● ⼥性の機能別団員の活⽤

・⼥性15名からなる「⼥性消防団」（機能別団員）として本部付けで活動
・ひとり暮らし⽼⼈宅への防⽕訪問、⾃主防災組織等への防⽕指導 等で活躍
・団員数：㉙396⼈（うち⼥性団員15⼈）
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消防団への加入促進に係る取組② 学⽣の加⼊促進

埼⽟県坂⼾市
● 大学生機能別消防団員の入団

・団員のサラリーマン化が進み、特に平⽇昼間の⼤規模災害時等には活動可能な基本団員が限られる可能性がある
ことから、平成29年４⽉、市内の⼤学に通う⼤学⽣機能別団員を導⼊

・あわせて「学⽣消防団活動認証制度」も導⼊。
・活動内容：⼤規模災害時の避難所⽀援活動、予防啓発活動、消防団⾏事への参加等
・団員数：㉘233⼈（うち学生団員２⼈）→㉙271⼈（うち学生団員41⼈）

秋田県大館市
● 学生団員（秋田看護福祉大学の学生）の入団促進

・福祉医療系の⼤学⽣で構成する機能別消防分団を設置（平成25年４⽉〜）
・活動内容：⼤規模災害発⽣時の避難所運営、応急救護所の運営等
・団員数：㉗1,086⼈（うち学生団員21⼈）→㉘1,092⼈（うち学生団員32⼈）→㉙1,086⼈（うち学生団員47⼈）

岐阜県各務原市
● 学生団員（機能別消防団員）の入団促進

・平成29年1⽉、学⽣のみで構成する機能別消防団員制度を導⼊
・活動内容：⽕災予防啓発、救命講習、広報活動等
・団員数：㉘726⼈（うち学生団員５⼈）→㉙754⼈（うち学生団員33⼈）

愛知県春日井市
● 学生分団（機能別消防分団）の創設

・平成28年5⽉、中部⼤学と連携し、学⽣のみで構成する機能別消防分団（30⼈）を創設
・活動内容：⼤規模災害時の避難所運営、応急⼿当の普及活動等
・団員数：㉘117⼈（うち学生団員６⼈）→㉙151⼈（うち学生団員40⼈）
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消防団への加入促進に係る取組③ 機能別消防団員制度の活⽤

岩手県八幡平市
● 消防ＯＢからなる機能別消防団員制度の導入

・平成28年４⽉、消防ＯＢから構成される機能別団員制度を導⼊
・活動内容：⽕災、災害時の活動等
・団員数： ㉘748⼈（うち機能別団員０⼈）→㉙810⼈（うち機能別団員81⼈）

北海道上川町
● 活動地区を限定した機能別消防分団制度の導入

・平成29年2⽉、一部の地区内の災害のみに出動を限定した機能別団員が所属する分団を創設
・団員数： ㉘61⼈（うち機能別団員０⼈）→㉙79⼈（うち機能別団員19⼈）

宮城県山元町
● 機能別分団の導入

・平成28年８⽉、機能別分団を設置。退団したＯＢ団員が⼊団
・団員数： ㉘294⼈（うち機能別団員０⼈）→㉙311⼈（うち機能別団員15⼈）

● 機能別分団制度の導入及び条例定数の引き上げ
・機能別分団制度及び機能別団員制度を導⼊し、これまでの町役場消防隊及び消防団ＯＢの⾝分を機能別消防団員

として位置づけ
・あわせて、平成28年12⽉より条例定数を引き上げ（320⼈→380⼈）
・団員数： ㉘295⼈（うち機能別団員27⼈）→㉙356⼈（うち機能別団員102⼈）

千葉県芝山町
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消防団への加入促進に係る取組④ 機能別消防団員制度の活⽤

⽯川県⾦沢市
● 消防職員・消防団ＯＢからなる機能別消防団員制度の導入

・平成29年4⽉、消防職員・消防団ＯＢで構成する機能別消防団員制度を市内全ての消防団で導⼊
・活動内容：⼤規模災害時及び所属分団の区域で発⽣した⽕災における基本団員の活動⽀援等
・団員数： ㉘1,101⼈（うち機能別団員０⼈）→㉙1,210⼈（うち機能別団員101⼈）

岐阜県山県市
● 日中の消⽕活動等に限定した機能別消防団員制度の導入

・平成29年4⽉、平⽇の昼間の時間帯に消防団員を確保し、⽕災に出動する⽀援隊（機能別消防団員）を導⼊
・主に消防団歴が５年以上のＯＢ団員が所属
・団員数： ㉘474⼈（うち機能別団員77⼈）→㉙540⼈（うち機能別団員178⼈）

福井県鯖江市
● ⼥性のみで構成する機能別分団の発⾜

・平成29年４⽉、⼥性のみで構成する機能別分団が発⾜
・活動内容：防⽕広報、応急⼿当技術の普及啓発活動、初期消⽕活動、災害時の避難所等での⽀援活動等
・団員数：㉘214⼈（うち⼥性団員17⼈）→㉙233⼈（うち⼥性団員41⼈）

岐阜県揖斐川町
● 消防団ＯＢを中⼼とした機能別消防団員制度の導入

・平成28年度に機能別団員制度を導⼊。
・ＯＢ団員にも積極的に声をかけ勧誘を継続
・団員数： ㉘647⼈（うち機能別団員65⼈） →㉙700⼈（うち機能別団員119⼈） 12



消防団への加入促進に係る取組⑤ 公務員・その他の加⼊促進

山梨県甲府市
● 分団の定数改正

・規則で定められた各分団の定数を地域の実情等を考慮した数に改正し、⼊団を断っていた分団で新規⼊団受⼊れが
可能となり、団員数が増加

・団員数： ㉘1,237⼈→㉙1,248⼈

● 新規採⽤職員の加入促進
・町役場新規採⽤職員６名が⼊団。また、風⽔害等有事のみ活動を⾏う⽀援団員（機能別団員）にも５名が⼊団
・団員数： ㉘198⼈（うち地方公務員47⼈）→㉙216⼈（うち地方公務員54⼈）

佐賀県大町町

⻑崎県佐世保市
● 新規採⽤職員の加入促進

・平成27年５⽉より、市役所新規採⽤職員を防災研修の一環として消防団へ⼊団
・団員数： ㉘1,699⼈（うち地方公務員87⼈）→㉙1,723⼈（うち地方公務員125⼈）

⻑野県野沢温泉村
● 定年の廃⽌等、機能別消防団員としての再入団勧奨

・条例で定める定年規定を廃⽌（平成28年度）するとともに、団員数の減少に⻭⽌めがかからない状況から、分団
ごとに内規で決められていた退団年齢の引き上げを申し合わせし、退団数が減少

・また、機能別消防団員制度（⽕災・⼤規模災害時の出動）を導⼊し、退団する基本団員に再⼊団するよう勧奨
・団員数： ㉘161⼈（うち機能別団員０⼈） →㉙177⼈（うち機能別団員11⼈）
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平成17年 福岡県西方沖地震

いわゆる減災を目指して

（玄界島の被災状況）

（玄界島の被災状況）

航空写真



平成24年九州北部豪雨

いわゆる減災を目指して

八女市（矢部川）

九州北部豪雨（矢部川）



平成28年熊本地震

いわゆる減災を目指して

熊本地震被災状況（益城町）

益城町災害対策本部

益城町保健福祉センター（児童館）



平成28年熊本地震

団員さんのご
自宅は「大丈
夫」
でしたか？

全壊しとるよ

ばってん
そげなこと
言うとられん

地域に密着

しているという
ことは
団員さん
自らも

被災者なので
す



平成28年熊本地震

そんな皆を
癒してくれた
「火の国湯」

決して快適

ではないでしょ
う

でも、みんな
辛抱強く
順番を待ちます

それは、

待ちさえすれ
ば、必ず自分の
順番が来ること
を知っているか
らです

給水も同じ
です



平成28年熊本地震

熊本城石垣の崩落

単に、お城の石垣が
壊れたということではない

いつも変わらずそこにあった
「日常」が壊れたということ



【主な動き】
・７月５日は、住民の避難誘導、救助活動、水防活動及び
孤立地域への食料等搬送活動等を実施。
・７月６日以降は、主に警察や自衛隊、消防本部と合同で
行方不明者の捜索活動を実施。
（９月５日までは連日実施、１０月以降は月に１回実施）

○福岡県 朝倉市消防団 延べ活動人員 約６，８３０名（７月５日～１２月３日）
最大活動時人員 約 ４２０名（７月６日）

○大分県 日田市消防団 延べ活動人員 約 ７２０名（７月５日～７月１０日）
最大活動時人員 約 ３４０名（７月６日）

被害が大きかった市町村における消防団の活動人員

平成２９年７月５日頃から九州北部地方で発生した記録的大雨により、河川の氾濫による浸水、土砂災害など甚大な
被害が発生。各消防団は、避難誘導や救助活動、安否確認や行方不明者の捜索など地域の安心・安全を守るための幅広
い活動を実施。

平成２９年九州北部地方の⼤⾬における消防団の活動

消防団の活動（朝倉市消防団）

【主な動き】
・７月５日は、避難勧告等の広報活動、地域巡回活動、水防活動及び
救助活動等を実施。

・７月６日以降は、上記活動に加え、行方不明者の捜索活動を実施。
・７月１０日には主な対応を完了。

※７月６日午前１０時頃、消防団員１名が、道路・河川や孤立集落の確
認の巡回中に土砂崩れに巻き込まれて殉職された。

・ 住民の避難誘導、救助活動、安否確認
・ 道路、河川や孤立集落の確認、巡回活動
・ 土砂災害警戒のためのブルーシート張り、がれき除去
・ 警戒活動、土のう積み
・ 行方不明者の捜索活動、土砂・流木の撤去、河川の捜索
・ ポンプ車による排水作業
・ 給水活動、孤立地域への食料の運搬 等

朝倉市消防団【実団員数 ８５３名】 日田市消防団【実団員数 １，０２２名】

（注）実団員数は平成29年4月1日現在

消防団の主な活動



○岡山県 ２７の消防団が活動（７月５日～８月３１日頃）
延べ活動人員 約３２，６００名
（真庭市：約６千名、岡山市：約３千名、倉敷市：約３千名など）

○広島県 ３０の消防団が活動（７月５日～９月３０日頃）
延べ活動人員 約４３，８００名
（広島市：約７千名、福山市：約７千名、呉市：約４千名など）

○愛媛県 １９の消防団が活動（７月５日～９月３０日頃）
延べ活動人員 約２９，４００名
（宇和島市：約１万名、西予市：約４千名、大洲市：約３千名など）

○その他の都道府県（※） １９５の消防団が活動

延べ活動人員 約５万名
（※）本災害で災害対策本部等を設置した７府県（岐阜県・愛知県・三重県・京都府・鳥取県・高知

県・福岡県）の消防団の活動状況

被害が特に大きかった都道府県における消防団の活動人員

平成３０年６月２８日以降、梅雨前線や台風第７号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続
け、西日本を中心に全国的に広い範囲で長期間にわたる記録的な大雨となった。各消防団は、大雨に備え、住民に対
し、早期の避難を呼び掛けるとともに、家屋等の浸水を防止するための土のう積み等を実施した。また、発災当初か
ら、住民の救助活動や避難誘導、行方不明者の捜索等を行ったほか、土砂等の撤去作業や地域の巡回活動、土砂災害の
恐れがある危険箇所の警戒活動等を長期間にわたり実施した。

平成３０年７⽉豪⾬における消防団の活動

行方不明者の捜索活動（広島市消防局提供）

・ ７月５日 地域住民約30名を避難所まで搬送。
・ ７月６日 土砂崩れが発生した現場で６名を救助。
・ ７月７日 ノコギリ等を活用し、倒壊した住宅から居住者を救出。

また、倒壊建物内から声が聞こえたが、救出困難であったため、常備
消防が到着するまで声をかけ続けた。その後、常備消防到着後に、常
備消防と連携して居住者を救出。この他、浸水家屋内の要救助者の簡
易担架による搬送や、ボートを活用した救出活動等を実施。

・ ７月７日から９月９日頃まで、行方不明者の捜索や土のう作成、ブルー
シート張り、排水作業、土砂撤去等も実施。

※なお、活動中の消防団員１名が、土石流に巻き込まれて殉職された。

・ 河川や道路、ため池、災害危険箇所等の巡視、警戒活動

・ 避難勧告、避難指示等の広報活動や住民の避難誘導

・ 避難所運営支援

・ 住民の安否確認、行方不明者の捜索活動

・ 土のう作成、土のう積み、危険箇所のブルーシート張り

・ ポンプ車や可搬ポンプ等による排水作業

・ 土砂やがれき、倒木の撤去、重機を活用した水路開削活動

・ ボートを活用した救出活動、倒壊した家屋からの救助活動

・ 女性消防団員による避難所巡回、熱中症対策に関する広報
・ 消防団管轄区域外における救助活動や土砂撤去、避難者支援 等

（例）広島県呉市消防団における活動内容
【団員数 １，９２０名】※平成30年４月１日現在

消防団の主な活動

※平成30年９月30日現在、消防庁によ
る。



自治体が発する指示等

いわゆる減災を目指して

避難に関する言葉を覚えておきましょう

危険度

高い

発令区分 住民に求める行動（抜粋）

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立ち退き避難する。

その他の人は立ち退き避難の準備を整えるとともに以後の防災気象情報
等に注意を払い、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。

避難勧告

予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立ち退き避難
する。

立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合
は、近隣の安全な場所への避難や屋内安全確保（屋内のより安全な場所
への移動）を行う。

避難指示
（ 緊急 ）

既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっており、
未だ立ち退き避難を躊躇していた場合は、緊急に避難する。

立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合
は、近隣の安全な場所への避難や屋内安全確保を行う。



災害時の助力

いわゆる減災を目指して

災害時の被害を最小限に抑えるためのキーワード

早い

時間が
必要

自助
いざというとき自分や家族の命と財産を守るた
めに自分自身で、家族全員で備えること

共助
地域社会の被害を減らすため地域が一丸となっ
て助け合う

公助
分自身で、家族全員で備えること

行政が担う総合的な防災対策など



◆ 地域の安全・安心を担う重要な集団

それこそが 「消防団」！！

○ 地域とそこに住む人を知り尽くしている。

だからこそ、活躍の場がそこにある。

○ 大規模災害ほど必要とされる。

＊ 消防団のマンパワーには勝てない！



結 語

皆様方は消防団員として、地域防災力の要としての
活躍が期待されています。

皆様方の所属消防団は、長い時間をかけ、先輩各位のご尽
力によって、地元住民の皆様とのコミュニティーを築いてこら
れました。

今度は、皆様方がこれからの消防団、新しい時代に向
けての消防団を築いていかれる番です。

でも、どれだけ、時代が変わろうとも、どれだけ社会が変わろうと
も、失くしてはいけないものがあるはずです。

これからの消防団活動を通じて一つでも多くのよい出会いがあ
ることをお祈りいたします。



• 本日の資料については、県ホームページからダ
ウンロードしてください。

ここをクリック
してください。



次は
ここ




